
　

　

　 　

※ 保険料の算定には、年金所得控除、土地・建物の長期・短期譲渡所得の特別控除を反映した合計所得金額を用います。

２、前年中の世帯合計所得金額が６００万円以下で、次の場合には所得段階区分に

関わりなく減額が適用されます。

①住宅、家財又はその他財産について、著しい損害を受けた場合。

②主たる生計者が死亡、長期入院、事業の損失、失業等により合計所得金額が

１/２以上減少すると見込まれる場合。

③農作物、不漁の損失額が３/１０以上ある場合。

１、介護保険料の所得段階が２段階、３段階の方は、

次のいずれにも該当する場合は減額することができます。

介護保険料について、納付が困難になった場合、保険料を減免する制度がありま

す。下記の減免の要件等を確認のうえ、該当すると思われる６５歳以上の方は、

介護長寿課にて申請してください。

３、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていた方は、

その期間の保険料は免除されます。

☆保険料減免についての詳しい内容については、市役所介護長寿課窓口までお気

軽にお問い合わせください。

※1 合計所得金額とは・・・

収入金額から必要経費に相当する金額（収入の

種類により計算方法が異なります）を控除した

金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所

得控除をする前の金額です。

※2 課税年金収入額とは・・・

国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる

種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年

金・老齢福祉年金等は含まれません。

●介護保険料を滞納すると・・・

１年以上滞納

すると・・・

サービスを利用したとき

に費用がいったん全額自

己負担となり、申請によ

り後で保険給付分が支払

われます。

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて次のよう

な措置が取られます。

１年６カ月以上

滞納すると・・・

保険給付分の一部また

は全部が差し止められ、

その中から滞納してい

る保険料相当分が差し

引かれます。

２年以上滞納

すると・・・

サービスを利用したと

きの自己負担が３割ま

たは４割に引き上げら

れたり、高額介護サー

ビス費等が受けられな
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①非課税世帯で、前年中の世帯収入金額（預貯金を含む）が１２0万円以下

である。（本人を除く世帯員がいる場合は１人につき35万円を加える）

②資産を活用してもなお生活が困窮していると認められる世帯に属する方。

③市町村民税課税者と共に生計を共にしない方。

④市町村民税課税者に扶養されていない方。

円

第８期（令和３年度～令和５年度）　介護保険料

所得段階 住民税

本人 世帯

年間保険料率
（月額保険料）

保険料率

23,400
（1,950）

円

第５段階
基準額

●合計所得金額＋課税年金収入が８０万円を超える方 円

基準額×０．９

基準額

非
課
税

非
課
税

第３段階 ●合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円を超える方 円

第２段階
●合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円を超え、かつ１
２０万円以下の方 円基準額×０．４

基準額×０．７

円

第６段階 ●合計所得金額が１２０万円未満の方 円

第８段階 ●合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方 円基準額×１．５５

第７段階 ●合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方 円
101,400
（8,450）

120,900
（10,075）

基準額×１．６

基準額×１．８

124,800
（10,400）

第１１段階 ●合計所得金額が５００万円以上６００万円未満の方 円基準額×１．８５

31,200
（2,600）

54,600
（4,550）

70,200
（5,850）

78,000
（6,500）

97,500
（8,125）

140,400
（11,700）

144,300
（12,025）

基準額×０．３

円

課
税

課
税

159,900
（13,325）

円

●合計所得金額が６００万円以上８００万円未満の方 基準額×２．０
156,000
（13,000）

円

基準額×１．２５

基準額×１．３

●合計所得金額が８００万円以上１，０００万円未満の方 基準額×２．０５

●合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満の方 円

●合計所得金額が４００万円以上５００万円未満の方

対象者

第１４段階 ●合計所得金額が１，０００万円以上の方 基準額×２．３
179,400
（14,950）

第１２段階

第１３段階

第９段階

第１０段階

第４段階 ●合計所得金額＋課税年金収入が８０万円以下の方

第１段階
●生活保護の受給者
●老齢福祉年金の受給者
●合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

はい

はい

はい

はいはい

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

生活保護を受給している
前年の合計所得金額＋課税

年金収入額が８０万円以下

前年の合計所得金額＋課税年金収入額

が８０万円を超え、かつ１２０万円以

あなたに市民税が課税されて

いる

同じ世帯に市民税を課

税されている人がいる

前年の合計所得金額＋課税

年金収入額が８０万円以下

前年の合計所得金額は？

前年の合計所得金額が

１２０万円以上２１０万円未満

前年の合計所得金額が

６００万円以上８００万円未満

はい

はい

はい

はいはい

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

前年の合計所得金額＋課税

年金収入額が８０万円以下

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８

０万円を超え、かつ１２０万円以下

あなたに市民税が課税されて

いる

同じ世帯に市民税を課

税されている人がいる

前年の合計所得金額＋課税

年金収入額が８０万円以下

前年の合計所得金額が１２０万円未満

前年の合計所得金額が

２１０万円以上３２０万円未満

前年の合計所得金額が

３２０万円以上４００万円未満

前年の合計所得金額が

４００万円以上５００万円未満

前年の合計所得金額が

５００万円以上６００万円未満

前年の合計所得金額が

８００万円以上１，０００万円未満

前年の合計所得金額が

１，０００万円以上


